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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組について 

 

 

日頃から、大阪府政へのご理解・ご協力をいただきお礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症に対する取組につきましても、ご協力いただき誠にあ

りがとうございます。 

12月 23日、令和４年１月１日以降の府民等への要請等をお知らせしたところですが、

国において「感染拡大傾向時の一般検査事業」に関し、オミクロン株に対する特別対策と

して、感染状況がレベル２（大阪モデル黄色信号相当）に達していない状況においても、

都道府県知事の判断により府民への検査要請が可能となる方向性が示されました。 

これを受け、大阪府においても、オミクロン株の市中感染が発生していることから、12

月 23日、第 63回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、令和３年 12月 24日

から令和４年１月 31日までの間、府民に対し、感染不安を感じる無症状者は、検査を受診

することを呼びかけること等の要請を決定いたしました。 

廃棄物処理については、社会生活を維持する上で必要なものであり、引き続き、安全か

つ安定的な業務の継続のための感染防止対策を行って頂くとともに、本会議で決定された

要請内容についてご理解と貴団体内でのご周知についてご協力をいただきますよう、併せ

てよろしくお願いいたします。 

 

別添資料１ 府民等への要請 

（昨日から変更・追加した事項） 

・開始時期 12月 24日～ 

・府民への呼びかけに「感染不安を感じる無症状者は、検査を受診すること」等を追記 

 

（ご参考） 

  対策本部会議の資料につきましては、以下のサイトからご覧ください。 

（大阪府ホームページ）大阪府新型コロナウイルス対策本部

http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/sarscov2/63kaigi.html 

 

問合せ先 代表 06-6941-0351 

本通知について 

 産業廃棄物指導課 澤田、佐藤（内 3824） 

上記要請について 

災害対策課 健康危機事象対策チーム 

 柴田・工藤・細谷（内線 4947、4948） 


